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資料１ 国際交流センター組織図

福井大学国際交流センター紀要 第２号

―１２８―



資料２ スタッフ紹介

２０１５．３

専任教員

センター長

岩井 善郎（ IWAI, Yoshiro）

副センター長

寺岡 英男（ TERAOKA, Hideo）

日本語教育部

教授 MAIL：kyamanaka@u-fukui.ac.jp

山中 和樹（ YAMANAKA, Kazuki） TEL：０７７６（２７）８０２５

准教授 MAIL：a043140@u-fukui.ac.jp

桑原 陽子（ KUWABARA, Yoko） TEL：０７７６（２７）８７４１

准教授 MAIL：is@u-fukui.ac.jp

膽吹 覚（ IBUKI, Satoru） TEL :０７７６（２７）８０２３

グローバル人材育成部

教授 MAIL：kkobata@u-fukui.ac.jp

小幡 浩司（ KOBATA, Koji） TEL：０７７６（２７）９８７６

教授 MAIL：ytorao@u-fukui.ac.jp

虎尾 憲史（ TORAO, Yoshinobu） TEL & FAX：０７７６（２７）８９０３
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非常勤講師

国際課職員

＊国際課専用 FAX：０７７６‐２７‐９７１５

国際課長（兼） 小幡 浩司 MAIL：gkokusai-mn@ad.u-fukui.ac.jp
（ KOBATA, Koji） TEL：０７７６（２７）９８７１

国際課課長補佐 西 弥生 MAIL：gkokusai-am@ad.u-fukui.ac.jp
（ NISHI, Yayoi） TEL：０７７６（２７）９８７０

（国際教育担当）
専門職員 郡 妙子 MAIL：grryugaku-k@ad.u-fukui.ac.jp

（ KORI, Taeko） TEL：０７７６（２７）８４０６

主任 林 宏征 MAIL：grryugaku-k@ad.u-fukui.ac.jp
（ HAYASHI, Hiroyuki） TEL：０７７６（２７）８４０６

係員 マルコム英子 MAIL：grryugaku-k@ad.u-fukui.ac.jp
（MALCOLM, Eiko） TEL：０７７６（２７）８４０６

係員 酒井 千裕 MAIL：gkkoksai-k@ad.u-fukui.ac.jp
（ SAKAI, Chihiro） TEL：０７７６（６１）８８６３

特命職員 小橋 千賀 MAIL：grryugaku-k@ad.u-fukui.ac.jp
（ KOHASHI, Chika） TEL：０７７６（２７）８４０４

特命職員 川口 絵美 MAIL：grryugaku-k@ad.u-fukui.ac.jp
（ KAWAGUCHI, Emi） TEL：０７７６（２７）８４０４

事務補佐員 西宗 英美子 MAIL：grryugaku-k@ad.u-fukui.ac.jp
（ NISHIMUNE, Emiko） TEL：０７７６（２７）８４０４

事務補佐員 田中 裕美 MAIL：grryugaku-k@ad.u-fukui.ac.jp
（ TANAKA, Hiromi） TEL：０７７６（２７）８４０６

（国際連携担当）
専門職員 虎尾 智子 MAIL：gkkoksai-k@ad.u-fukui.ac.jp
（ TORAO, Tomoko） TEL：０７７６（２７）８５９９

係員 石� 遥花 MAIL：gkkoksai-k@ad.u-fukui.ac.jp
（ ISHIZAKI, Haruka） TEL：０７７６（２７）８５９９

国際交流センター

事務補佐員 阪下 弥生 MAIL：qqv696@u-fukui.ac.jp
（ SAKASHITA, Yayoi） TEL：０７７６（２７）８０２４

市 村 葉 子（ ICHIMURA, Yoko）

小 野 知恵美（ ONO, Chiemi）

齋 藤 ますみ（ SAITO, Masumi）

澤 崎 幸 江（ SAWAZAKI, Yukie）

敷 田 紀 子（ SHIKITA, Noriko）

高 瀬 公 子（ TAKASE, Kimiko）

星 摩 美（ HOSHI, Mami）

摩 騰 富 子（MATO, Tomiko）

村 上 洋 子（MURAKAMI, Yoko）

柳 原 智 子（ YANAGIHARA, Tomoko）
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合　　計

資料４ 外国人留学生集計表
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資料５ 学術交流協定締結状況
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資料６ ２０１４年度の主な行事

４月

短期留学プログラム授業開始（４月７日）

日本語能力試験対策クラス授業開始（４月１４日）

留学生オリエンテーション（４月１日～４月４日）

全学補講日本語コース授業開始（４月１４日）

５月

福井大学祭文京キャンパス（５月３０日～６月１日）

７月

日本語能力試験対策クラス授業終了（７月４日）

福井大学サマープログラム（７月１３日～７月２６日）

授業終了（７月２９日）

９月

日本語能力試験対策クラス授業開始（９月１０日）

留学生オリエンテーション（９月２６日～９月３０日）

１０月

短期留学プログラム授業開始（１０月１日）

福井大学留学生就職支援プログラム 全１９回（１０月３日～３月２０日）

日本語研修コース授業開始（１０月１４日）

全学補講日本語コース授業開始（１０月１４日）

１２月

日本語能力試験対策クラス授業終了（１２月５日）

平成２６年度留学生見学旅行（１２月１４日金津創作の森他、１２月２１日永平寺他）

グローバル人材育成シンポジウム（１２月１７日）

１月

留学生と教職員との交歓会（１月２２日）

授業終了（１月２９日）

２月

日本語研修コース修了発表会と修了式（２月１７日）

３月

留学生同窓会タイ支部設立１０周年記念総会（３月１４日）
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資料７
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資料８ 福井大学国際交流センター規程

平成２５年４月１日

福大規程第１４号

（趣旨）

第１条 この規程は、福井大学学則（平成１６年福大学則第１号）第８条第３項の規定に基づき、

福井大学国際交流センター（以下「センター」という。）の組織及び運営に関し、必要な事項

を定める。

（目的）

第２条 センターは、福井大学（以下「本学」という。）における教育及び研究の国際交流に関

する活動を一体的に実施することにより、本学の理念及び長期目標に沿った総合的かつ効果的

な国際交流事業の推進に寄与することを目的とする。

（業務）

第３条 センターは、前条の目的を達成するため、次の業務を行う。

（１）外国人留学生に対する日本語・日本事情教育に関すること。

（２）外国人留学生に対する大学院等入学前予備教育に関すること。

（３）海外留学希望学生に対する日本文化教育に関すること。

（４）外国人留学生教育の充実及び向上のための調査研究に関すること。

（５）双方向留学プログラムの企画及び実施に関すること。

（６）学内及び地域社会との国際交流推進に関すること。

（７）外国人留学生関係ネットワーク構築に関すること。

（８）外国人留学生及び海外留学希望学生に対する修学上及び生活上の指導助言に関すること。

（９）福井大学留学生会館に関すること。

（１０）外国の大学等からの研究者等の受入れに関すること。

（１１）外国の大学等への本学教職員の派遣に関すること。

（１２）外国の大学等との交流に関すること。

（１３）国際的研究評価への対応に関すること。

（１４）国際的な産官学連携に関すること。

（１５）その他前条の目的を達成するために必要な業務に関すること。

（職員）

第４条 センターに次の各号に掲げる職員を置く。

（１）国際交流センター長（以下「センター長」という。）

（２）国際交流センター副センター長（以下「副センター長」という。）

（３）専任教員

（４）その他必要な職員
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２ 前項第１号から第３号までの職員の選考に関する必要な事項は、別に定める。

（職務）

第５条 センター長は、センターの業務を掌理する。

２ 副センター長は、センター長の職務を補佐し、センター長に事故があるときは、その職務を

代行する。

３ 専任教員は、センターの業務を処理する。

４ その他の職員は、センターの業務に従事する。

（部門）

第６条 センターに、次の各号に掲げる部門を置く。

（１）国際教育部門

（２）国際連携部門

２ 国際教育部門は、第３条に掲げる業務のうち、主として外国人留学生及び学生支援に関する

業務を行う。

３ 国際連携部門は、第３条に掲げる業務のうち、主として外国の大学等との国際交流に関する

業務を行う。

（運営委員会）

第７条 センターの円滑な運営を図るため、福井大学国際交流センター運営委員会（以下「運営

委員会」という。）を置く。

２ 運営委員会に関する必要な事項は、別に定める。

（庶務）

第８条 センターの庶務は、学務部国際課において処理する。

（雑則）

第９条 この規程に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は別に定める。

附 則

１ この規程は、平成２５年４月１日から施行する。

２ 福井大学留学生センター規程（平成１６年福大規程第４６号）は廃止する。

附 則（平成２５年６月２８日福大規程第４０号）

この規程は、平成２５年７月１日から施行する。

福井大学国際交流センター紀要 第２号

―１３８―



資料９ 福井大学短期留学プログラム規程

平成１６年４月１日

福大規程第７３号

（短期留学プログラムの設置）

第１条 福井大学（以下「本学」という。）に、１年間の特別の教育課程を編成し、主として英

語による教育を行う福井大学短期留学プログラム（以下「短期プログラム」という。）を置く。

（短期プログラムの目的）

第２条 短期プログラムは、本学と大学間交流協定又は学部間交流協定を締結している外国の大

学等（協定の締結について協議中である大学等を含む。以下「協定校」という。）に在学する

学生を受け入れて、当該大学間等の協力及び提携の強化を図るとともに、当該学生が本学にお

いて専門分野の知識及び我が国への理解を深めることを目的とする。

（入学資格）

第３条 短期プログラムに基づく学生（以下「短期プログラム留学生」という。）として入学す

ることのできる者は、協定校の学部又は大学院の修士課程に在学している学生で、協定に基づ

く学生の交流に関する覚書による学生とする。

（受入人数）

第４条 短期プログラム留学生の受入人数は、年度を通じ３０人程度とする。

（入学時期）

第５条 短期プログラム留学生の入学時期は、原則として次条に規定する秋学期の初めとする。

（学期）

第６条 学期は、次の２学期とする。

秋学期 １０月１日から翌年３月３１日まで

春学期 ４月１日から９月３０日まで

（在学期間）

第７条 短期プログラム留学生の本学における在学期間は協定で定める期間とし、１年以内とする。

（身分等）

第８条 短期プログラム留学生は、本学において特別聴講学生又は特別研究学生としての身分を

有するものとする。

２ 短期プログラム留学生は、第３条に規定する学部学生にあっては本学関係学部に、同条に規

定する大学院修士課程の学生にあっては本学関係大学院研究科（修士課程、博士前期課程及び

教職大学院の課程に限るものとする。）に所属するものとする。

（出願手続）

第９条 短期プログラム留学生として入学を志願する者は、所定の期日までに、協定校の大学等

の長を経て本学の学長（以下「学長」という。）に願い出なければならない。
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（選考）

第１０条 前条の入学志願者に対しては、福井大学留学生委員会（以下「委員会」という。）にお

いて選考を行い、学部に受け入れる場合にあっては当該学部の教授会、大学院研究科に受け入

れる場合にあっては当該研究科の研究科委員会の議を経て、学長が合格者を決定する。

（入学許可）

第１１条 学長は、前条の合格者のうち、所定の期日までに、所定の入学手続きを完了した者に対

し入学を許可する。

（授業科目、履修方法等）

第１２条 短期プログラムの授業科目、履修方法等については、別に定める。

（助言教員等）

第１３条 短期プログラム留学生には、関係審議機関の議を経て、助言教員又は指導教員を配置す

るものとする。

２ 助言教員又は指導教員は、短期プログラム留学生が履修を希望する授業科目又は希望する研

究内容について、指導を行うものとする。

３ 前項において、授業科目を履修する場合は、当該授業担当教員の承認を得なければならない。

（成績の評価）

第１４条 授業科目の成績の評価は、学期末に行う定期試験と平素の学習状況とによって授業担当

教員が行う。ただし、科目によっては定期試験を省略することができる。

２ 授業科目の成績の評価は、優、良、可及び不可の評語をもって表し、優、良及び可を合格と

し、不可を不合格とする。

（単位の授与等）

第１５条 各授業科目の合格者に対しては、所定の単位を与える。

２ 当該学部の長又は当該研究科の長は、短期プログラム留学生に対し、履修科目、成績評価及

び単位数を記載した成績証明書を交付する。

（修了等）

第１６条 学長は、第１２条に規定する履修方法に基づき１年で３０単位以上を修得した短期プログラ

ム留学生に対して、関係学部教授会又は大学院研究科委員会の議を経て短期プログラム修了を

認定し、短期留学プログラム修了証書を授与する。

（実施体制）

第１７条 短期プログラムの実施は、教育地域科学部、教育学研究科、工学部及び工学研究科の協

力を得て、国際交流センターが当たるものとする。

２ 短期プログラムの教育課程の編成その他教育に関する重要な事項は、委員会の議を経て関係

学部教授会又は大学院研究科委員会で審議するものとする。

（学則等の準用）

第１８条 この規程に定めるもののほか、短期プログラム留学生に関し必要な事項は、本学の学則、

大学院学則その他学生に関する諸規則等を準用する。
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（事務）

第１９条 短期プログラムに関する事務は、学務部国際課において処理する。

附 則

１ この規程は、平成１６年４月１日から施行する。

２ 平成１６年３月３１日以前の福井大学において短期プログラム留学生として期間延長又は入学

（以下「入学等」という。）の選考等を行い、平成１６年４月１日に短期プログラム留学生として

入学等を許可された者は、この規程の規定に基づき入学等を許可されたものとみなす。

附 則（平成１８年４月２８日福大規程第２２号）

１ この規程は、平成１８年４月１日から施行する。

２ 平成１８年３月３１日以前の福井大学において短期プログラム留学生として期間延長又は入学

（以下「入学等」という。）の選考等を行い、平成１８年４月１日に短期プログラム留学生として

入学等を許可された者は、この規程の規定に基づき入学等を許可されたものとみなす。

附 則（平成２０年３月１９日福大規程第６６号）

この規程は、平成２０年４月１日から施行する。

附 則（平成２１年１２月２日福大規程第５１号）

この規程は、平成２１年１２月２日から施行する。

附 則（平成２２年４月２３日福大規程第３０号）

この規程は、平成２２年４月２３日から施行し、改正後の規定は、平成２２年４月１日から適用する。

附 則（平成２５年２月２０日福大規程第１７号）

この規程は、平成２５年４月１日から施行する。

附 則（平成２５年６月２８日福大規程第３９号）

この規程は、平成２５年７月１日から施行する。

資 料

―１４１―



資料１０ 福井大学国際交流センター紀要投稿規定

２０１４年４月１日

１．投稿資格：福井大学国際交流センター所属教員（非常勤を含む）及び当センターにおいて適

当と認められた者とする。

２．内 容：未発表のものであって日本語・日本事情教育、日本語学、留学生教育、異文化交

流、その他当センターにおいて投稿を受けるにふさわしいと認められる内容とす

る。

３．発表形態：研究論文及び研究報告、書評とする。

４．書 式：投稿原稿は文字量でＢ５用紙で４０字×３０行で１０枚程度とし、英文の場合はＢ５ダ

ブルスペース２５枚以内とする。ただし、図表・参考資料・参考文献・注等はこの

範囲に含まない。注は文末注とする。

・引用文献・参考文献は、著者－発行年－題目－雑誌等の名称－巻・号－記載ペ

ージの順に記載する。

【例】福井太郎（２００１）『福井の歴史』黒龍出版 pp.３０‐３１（著書の場合）

文京花子（２００４）「北陸の自然」『日本××大学紀要』vol．２２、pp.１２‐１６．

（論文の場合）

・注－参考文献の順に配置すること。

・なお、原稿提出時に原稿内容をＵＳＢ（テキスト形式）に収録し原稿に添えて

提出すること。

５．要 旨：発表する本文が和文の場合は、論文冒頭に和文による要旨（４００字以内）とキー

ワード（５語以内）を、論文末に英文による要旨（Ｂ５用紙を用い２００語程度－

テキスト形式）を添付すること。また、本文が英文の場合は、論文冒頭に英文に

よる要旨（３００語以内）とキーワード（５語以内）を、論文末に和文による要旨

（３００字程度）を添付すること。

６．審 査：投稿された原稿は、当センターが委嘱した査読者により査読を受ける。

７．採 否：原稿の採否は査読者の意見を参考に当センターで審議の上決定する。

８．著 作 権：投稿された論文の著作権は本センターに帰属する。ただし、論文の著者は、その

著作論文について、その内容を転載できるものとする。また、著作権に関して問

題が発生した場合、本センターは著者との協議によりその処理を決定するものと

する。

９．提 出 先：〒９１０‐８５０７ 福井市文京３丁目９番１号 福井大学国際交流センター

紀要編集委員 膽吹 覚 ＴEL＆Ｆax ０７７６‐２７‐８０２３（膽吹教員室直通）
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